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第１５期新宿区環境審議会（第１回） 

 

令和６年７月２６日（金） 

区役所本庁舎６階第２委員会室 

 

１ 委嘱 

 

２ 会長、副会長の選任 

 

３ 報告事項 

 （１） 新宿区第三次環境基本計画（改定）の進捗について（令和５年度） 

 （２） 令和６年度主要事業について 

 

  配付資料 

 資料１ 「新宿区第三次環境基本計画」（改定）の進捗の点検・評価（令和５年度） 

 資料２ 令和６年度主要事業 

 

 参考１ 第１５期新宿区環境審議会委員名簿 

 参考２ 区内の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量算定結果について 

 参考３ 令和５年度 区が収集するごみの処理量・資源の回収量について 

 

○審議会委員 

 出席（１３名） 

     会  長  野 村 恭 子     副 会 長  永 井 祐 二 

     委  員  飛 田   満     委  員  﨑 田 裕 子 

     委  員  浦 口 あ や     委  員  井 元   毅 

     委  員  櫻 井 英 華     委  員  堀 野 明 子 

     委  員  桑 島 裕 武     委  員  大 島 弥 一 

     委  員  西 郷 直 紀     委  員  藤 原 和 広 

     委  員  村 上 道 明 
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 欠席（２名） 

     委  員  片 岡 宏 子     委  員  須 藤 義 嗣 
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  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

○環境対策課長 それでは定刻となりましたので、第15期新宿区環境審議会第１回を開催い

たします。本日はお忙しいところご出席いただきまして、誠にありがとうございます。私は、

事務局を務めます環境対策課長の小野川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

○環境対策課長 開会に当たりまして、新たに委員にご就任いただいた皆様に区長より委嘱状

を交付させていただきます。お名前をお呼びいたしますので、委員の方はその場でご起立を

いただき、区長より委嘱状をお受け取りください。 

  環境学博士、野村恭子様です。 

○区長 委嘱状。 

  野村恭子様。 

  第15期新宿区環境審議会委員に委嘱します。 

  委嘱期間、令和６年７月15日から令和８年７月14日まで。 

  令和６年７月15日、新宿区長、吉住健一。 

  よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 続きまして、早稲田大学環境総合研究センター研究院教授、永井祐二様です。 

○区長 委嘱状。 

  永井祐二様。 

  以下、同文となります。 

  よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 続きまして、目白大学社会学部長、飛田満様です。 

○区長 委嘱状。 

  飛田満様。 

  以下、同文となります。 

  よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 続きまして、ジャーナリスト・環境カウンセラーの﨑田裕子様です。 

○区長 委嘱状。 

  﨑田裕子様。 

  以下、同文となります。 
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  よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 続きまして、一般社団法人コンサベーション・インターナショナル・ジャパ

ン、浦口あや様です。 

○区長 委嘱状。 

  浦口あや様。 

  以下、同文となります。 

  よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 以上、学識経験者の方の委員でございます。 

  続きまして、事業者の委員の方でございます。 

  東京都トラック協会新宿支部長、大島弥一様です。 

○区長 委嘱状。 

  大島弥一様。 

  以下、同文となります。 

  よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 本日は代理出席となっております、東京電力パワーグリッド株式会社東京総

支社長、須藤義嗣様。本日は、広報・地域担当部長、木川田隆之様のご出席です。 

○区長 委嘱状。 

  須藤義嗣様。 

  よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 続きまして、東京商工会議所新宿支部事務局長、西郷直紀様です。 

○区長 委嘱状。 

  西郷直紀様。 

  以下、同文となります。 

  よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 続きまして、東京ガス株式会社東京中支店支店長、藤原和広様です。 

○区長 委嘱状。 

  藤原和広様。 

  以下、同文となります。 

  よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 続きまして、区民委員の方でございます。 
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  井元毅様です。 

○区長 委嘱状。 

  井元毅様。 

  以下、同文となります。 

  よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 続きまして、櫻井英華様です。 

○区長 委嘱状。 

  櫻井英華様。 

  以下、同文となります。 

  よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 続きまして、堀野明子様です。 

○区長 委嘱状。 

  堀野明子様。 

  以下、同文となります。 

  よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 これまでが公募委員となります。 

  町会・自治会を代表いたしまして、戸山三丁目南町会会長の桑島裕武様です。 

○区長 委嘱状。 

  桑島裕武様。 

  以下、同文となります。 

  よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 最後に、区職員の委員でございます。新宿区環境清掃部長、村上道明。 

○区長 村上道明様。 

  以下、同文となります。 

  よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 本日ですが、区民委員の片岡宏子様は都合によりご欠席となっております。 

  会議の定足数について、この場を借りて確認させていただきます。 

  本日、15名中13名の委員が出席されておりますので、新宿区環境審議会規則第４条第２

項に基づき、本日の会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

○環境対策課長 続きまして、第15期新宿区環境審議会の開会に当たり、吉住区長より一言
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ご挨拶を申し上げます。 

○区長 ご紹介いただきました新宿区長の吉住健一でございます。本日は大変お暑い中、会議

にご出席いただき、ありがとうございます。 

  また、このたび第15期の新宿区環境審議会委員をお引受けいただきまして、誠にありが

とうございます。 

  現在、新宿区におきましては、令和３年に「ゼロカーボンシティ新宿」を宣言いたしまし

て、それ以降、第三次環境基本計画の改定、第三次実行計画の策定などを通じ、2030年度

までに区内から排出されるＣＯ２の排出量を2013年度比で実質46％削減するために様々な事

業を行っています。今後もこの審議会での議論を踏まえ、区の施策をより効果的で効率的な

ものとなるよう検討を加え、実施をしてまいりたいと思います。 

  それぞれの専門分野や関心のお持ちのところがあろうかと思いますので、皆様の知見を忌

憚なくご披露いただきまして、新宿区の今後の環境基本施策に対しまして様々な示唆をいた

だければありがたいと思っております。 

  どうか今後とも皆様のご尽力によって持続可能性の高いまちがつくれますよう努力してま

いりますので、よろしくお願いいたします。 

  私からの挨拶は以上とさせていただきます。 

○環境対策課長 区長、ありがとうございました。 

  なお、大変恐縮ではございますが、区長は公務の都合により、ここで退室させていただき

ます。 

○環境対策課長 本来であれば、ここで進行を会長にお渡しするところでございますが、委員

改選によりまして、第15期新宿区環境審議会会長及び副会長の両職が不在でございます。

したがいまして、新宿区環境審議会規則第３条２項によりまして、会長及び副会長を委員の

互選により選出することとなります。皆様、ご推挙があればお願いいたします。 

○﨑田委員 やはり前回もお務めいただいた、環境の専門家であられる野村委員と永井委員に、

ぜひ正副を継続してお願いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

（拍手） 

○環境対策課長 ご了承いただけたということで、それでは会長を野村委員、副会長を永井委

員にお願いすることといたします。 

  それでは、両委員、会長席、副会長席にご移動いただきたいと思います。 

（野村委員、会長席・永井委員、副会長席に着席） 
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○環境対策課長 それでは、ここからの進行は会長にお願いをさせていただきます。野村会長、

よろしくお願いいたします。 

○会長 ただいまから第15期新宿区環境審議会（第１回）を開催いたします。 

  それでは、早速ですが、配付資料について、事務局より説明をお願いいたします。 

○環境計画係長 事務局より配付資料の確認をさせていただきます。お手元の次第と併せてご

覧ください。 

  本日の配付資料は、全部で５点になっております。 

  まず、「資料１」と記されております「新宿区第三次環境基本計画」（改定）の進捗の点

検・評価（令和５年度）でございます。 

  続きまして、資料２、令和６年度主要事業でございます。 

  続きまして、参考１、第15期新宿区環境審議会委員名簿でございます。 

  続きまして、参考２、区内の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量算定結果についてでございます。 

  続きまして、参考３、令和５年度区が収集するごみの処理量・資源の回収量についてでご

ざいます。 

  お手元の配付資料に不足等がございましたら、挙手にてお知らせください。 

（挙手なし） 

  続きまして、マイクの操作方法についてご案内させていただきます。 

  各委員の皆様方、ご発言される際は、マイクの下の部分にありますボタンを押してくださ

い。マイクのランプが点灯いたしますので、そうしましたら発言が可能になります。発言が

終わりましたら、ボタンを再度押していただきまして切っていただくということをよろしく

お願いいたします。 

  事務局からの説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。 

それでは、本日初めてお会いする方もいらっしゃいますので、自己紹介を兼ねて、皆様か

らご挨拶を頂戴できればと思っております。 

  簡単に回していきたいと思いますが、まず会長、副会長とお話しさせていただきました後、

委員の方々に順番でご挨拶いただければと思います。 

  では、ちょっと僣越ですが、私のほうから自己紹介させていただきます。座っていてもよ

ろしいでしょうか。 

  会長を拝命した、改めまして野村恭子と申します。私は環境のコンサルティングといった
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分野で20年ほどやってまいりまして、今は現状、独立しておりますけれども、その中で行

政のまちづくり、都市計画、環境というものにも関わることもあり、あとは事業、ビジネス

です。企業、中小企業から大企業の方々の省エネ、廃棄物、もちろんビオトープとか緑化、

こういったものについてのアドバイスをする機会がございました。あと、海外にも行く機会

があり、国内外のまちを見てきたものですので、新宿区が100万人都市、それから流入され

る方々も多い、インバウンドも多い、こういった環境負荷と、もちろん、発信力のあるまち

というパワーの中でどういう環境政策を行っていくべきかというところを皆さんとともに検

討を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○副会長 ありがとうございます。すみません、早稲田大学の永井でございます。所属は、環

境総合研究センターというところにおりまして、研究内容としては地域の環境問題を通じて

地域の、市民の活力であったりとか活性化みたいなところを長年やってきております。地域

の都市とか地方の中山間地の現場に入ることが非常に多くございまして、そんな中で市民の

方にもみくちゃにされながら、いろいろ合意形成をしたりとかというようなことに取り組ん

でおります。そういう意味では新宿区のこの委員を拝命しているところでは、都市と地域の

問題も含めて、いろいろ考えていけたらいいなと思っております。 

○飛田委員 飛田といいます。目白大学の社会学部長から国際交流研究科長を務めています。

地域社会学科に所属していますので、私もサスティナブルなまちづくりというか、あるいは

公民連携による環境施策、環境保全とかということに興味があって、教育も研究も社会貢献

もそういった分野が多いんですけれども、環境白書を読むのは私は好きなんですけれども、

カーボンニュートラルとかサーキュラーエコノミーとかネイチャーポジティブとか、もうあ

らゆる分野に興味があって、それを新宿区のゼロカーボンシティの実現に向けて何かできる

ことはないか、微力ながら貢献していきたいと思っています。 

  以上です。 

○﨑田委員 ありがとうございます。﨑田裕子と申します。よろしくお願いします。 

  私は、ジャーナリスト・環境カウンセラーとして、暮らしや地域の視点から持続可能な地

域づくりに向けていろいろ取り組んでまいりました。それで、そういう視点から、環境省と

か経済産業省のいろいろ新しい法制度づくりの委員会などに参加させていただくことが多く

て、取り組んできたんですけれども、そういう関連もあって、ここのところ、23区全体の

ゼロカーボンの実現に向けた23区・特別区の調査・研究などもやってまいりました。そう

いう意味では、この環境審議会なども、ぜひいろいろと取り組ませていただきたいというふ
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うに思っています。 

  なお、今そういう中で、特に食品ロス削減に関して関心のある全国の自治体のネットワー

クがあるんですけれども、「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」、ちょっとか

わいい名前なんですが、そこの会長を務めさせていただいていて、全国大会などを省庁と連

携しながら毎年実施したり、あといろいろな、自治体の取組がうまくいくようにというよう

なことをやらせていただいております。 

  やはり私自身も地域の取組、大事にしておりますし、新宿区の環境学習情報センターの指

定管理をやらせていただいているＮＰＯがありまして、そのＮＰＯの代表も務めております

ので、地域密着型で環境施策が広がっていくということをいろいろ実践しながら提案もし、

取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○浦田委員 国際環境ＮＧＯのコンサベーション・インターナショナル、略してＣＩジャパン

の浦口と申します。もともと森林生態学を専門としていまして、今は主に熱帯の途上国で、

自然破壊が今急速に進んでいるわけなんですけれども、そこには私たちのような日本、ある

いはいろいろな国々に暮らす人々の生活とのつながりというのが非常に強いので、現地の住

民の方々、現地の政府の方々、日本の民間企業、日本の政府の皆さんと連携しながら、現場

の問題を解決していくという取組をしています。生物多様性ですとか気候変動、自然という

ところが専門です。よろしくお願いいたします。 

○大島委員 東京都トラック協会新宿支部の、今、支部長を仰せつかって５期目になりました

大島と申します。トラック協会の一会員ではあるんですけれども、自分のところに帰れば、

大島運輸という１つの運送会社を経営しております。私自身、新宿で生まれて、新宿で育っ

て、住民票を新宿から移したことって、多分、合宿免許のときに１回あったかなというぐら

いで、ずっと住み続けて、環境審議会、トラック業界自体はＣＯ２削減というのはもう結構

前から取り組んでおります。加えて、ここ最近、ＳＤＧｓどれぐらい取り組んでいますかみ

たいな話が結構出ていて、そういうのも一企業としてできる範囲でいろいろやっていくとい

う中で、結構ここで学んだことを自社というか、どっちかというと家に帰って子どもに教え

たかったんですけれども、子どもも小学校のうちは結構聞いて、何か区のイベントに参加し

ようかなと言っているんですけれども、中学生以上になるとだんだん参加してくれなくなっ

て、ここで聞いたことが今家庭では役に立たなくなってしまったんですけれども、何か逆に、

会社に持ち帰って役に立てればいいかなと思っていますので、よろしくお願いします。 

○須藤委員（代理：木川田） 東京電力パワーグリッドの木川田と申します。本来こちらに、
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弊社の総支社長であります須藤が出席させていただく予定だったんですけれども、ちょっと

業務の都合で代理出席ということでさせていただいております。 

  弊社もかねてからカーボンニュートラルであるとか、あるいはカーボンニュートラルとＢ

ＣＰを両立させるような取組というのを各地で繰り広げておりますので、私たちも新宿に居

を置く地域の一員として、何かこちらでお役立ちできればというふうに思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○西郷委員 東京商工会議所新宿支部の西郷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  東京商工会議所新宿支部は、新宿区内の事業者の方々、ご商売をされている方々、約

5,000社の会員組織の経済団体になっております。今ＣＯ２削減等々、企業の大きな経営課

題となっておりますので、ここで皆様からお聞きしたことを企業の皆様に反映できるように

進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○藤原委員 皆さん、こんにちは。東京ガス東京中支店の藤原と申します。昨年10月に着任

して、前期の途中からこの会に参加させていただいております。電力さん同様、電気とガス

は皆さんの生活を支えるインフラとして一緒にやっているわけなんですけれども、やはりこ

れからのカーボンニュートラル社会実現に向けて、我々としてもどういうことができるかと

いうことを新宿区さんと今一生懸命いろいろな形で取り組ませていただいています。まだま

だ将来に向けて、エネルギー事業者としてやらなきゃいけないことがあることも、何らかこ

の場で生かして貢献できればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○井元委員 区民委員に新しく選ばれました井元と申します。今まで新宿区の審議会はほかの

審議会では経験しておりまして、審議会はある程度存じたつもりではおりますが、環境審議

会はたまたま私は以前より、いわゆる環境問題とか、ごみの再利用とか、あるいは公害問題

などは、かなり何十年も前から非常に興味を持っていまして、たまたま５月の末でしたか、

区報を見ましたら区民委員の募集が出ていましたので、初めて応募させていただきました。

今まで私がやっていた審議会は実際的な生活とは全く関係ないものでしたので、この環境審

議会というものは私たち区民にとって非常に関係が深いもので、あるいは私たち人類にとっ

ても非常に関係が深いものですから、何十年来興味を持っていた審議会委員になれたことは

非常にうれしく思っております。よろしくお願いいたします。 

○櫻井委員 前期に引き続き、また区民委員として参加させていただきます櫻井と申します。

私は地域コミュニティにいろいろ首を突っ込んでいまして、「染の小道」の担い手─「染

の小道」というのは新宿区の染色産業の文化・伝統を広めていこうというか、みんなに親し
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んでもらおうというイベントの、「染の小道」の担い手の講座に参加して、そこから染物の

サークルというか、「染の小道」のまた一部担い手として参加したり、あと最近、プレイパ

ーク、子どもたちの創造的な自由な成長の場をつくっていこうという、公園でそういう活動

をやっている方たちのところにも参加したり、あともう大分、もう３年前から参加している

中央図書館の裏の空き地でやっている「そらとだいちの図書館」というコミュニティづくり

の活動に参加しています。 

  そうやっていろいろコミュニティづくり、コミュニティのところに首を突っ込んでいろい

ろな活動をやっているんですけれども、地域の人とのつながりというのをつくろうというの

をやっているんですけれども、そこに環境問題も一緒に考えていくというのもやっていけな

いかなというふうに考えています。 

  地域コミュニティづくりって最近すごく、地域活性化という、そのために新宿区も条例を

新しくつくろうとしていますけれども、地域の活性化というのと人とのつながり、コミュニ

ティづくりというのと、環境活動、環境学習というのを個別にばらばらに考えてやっていく

のではなくて、環境学習、環境問題の取組を通じて地域のつながりをつくっていけないかな

というふうに考えています。よろしくお願いいたします。 

○堀野委員 同じく区民委員で２期目、続いて務めさせていただきます堀野と申します。 

  私は仕事ではＮＰＯ団体で気候変動などの活動をしています。区民としては６年ぐらい前

から西落合に住んでいまして、６歳の子どもがいます。西落合に「みんなのリビング葛が

谷」という子ども食堂や地域の居場所のようなことをやっている団体があって、そこなどに

一ボランティアとして、また参加者として参加をしています。お願いします。 

○桑島委員 新宿区の町会連合会から参っております桑島といいます。私自身は、若松地区の

戸山三丁目南町会の会長をいたしております。区民の一人としていろいろお話しできればと

いうふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

○村上委員 環境清掃部長の村上でございます。部長職４年目、続けてやらせていただいてお

りまして、役所は43年前に入区しまして、いよいよ定年の年を迎えているといった状況で

す。 

  環境施策を区民の皆さん、それから事業者の皆さんのより身近なものにしようということ

で、積極的にこの審議会のご意見を踏まえて、しっかりと前に進めていければというふうに

考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○会長 ありがとうございます。 
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  各委員からの自己紹介の後に、それでは事務局のほうにもご紹介していただきたいと思い

ます。お願いいたします。 

○環境対策課長 ありがとうございます。それでは、事務局の職員をご紹介申し上げます。 

  初めに、ごみ減量リサイクル課長の佐藤でございます。 

○ごみ減量リサイクル課長 佐藤でございます。３年目です。よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 続きまして、新宿清掃事務所長の代理、新宿清掃事務所事業係長、清水でご

ざいます。 

○新宿清掃事務所事業係長 清水です。よろしくお願いします。 

○環境対策課長 続きまして、環境計画係長、稲葉でございます。 

○環境計画係長 環境計画係長、稲葉でございます。よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 あと後ろに各課の職員が控えております。よろしくお願いいたします。 

  最後になります、私は環境対策課長の小野川でございますが、私は環境清掃部全ての組織、

課・所で管理職を務めさせていただきました。今年で11年目になります。皆様方の様々な

ご意見を頂戴することによって、第三次環境基本計画改定を終えることができ、さらにそれ

から第三次実行計画を策定してまいりました。これからも私どもの事業に様々なご意見を頂

戴することによって、よりよい施策を講じてまいりたいと考えておりますので、何とぞご協

力のほどよろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

    ◎新宿区第三次環境基本計画（改定）の進捗について（令和５年度） 

○会長 それでは、これより式次第のほうに沿って進めさせていただきます。 

  まず、次第の３、報告事項の（１）新宿区第三次環境基本計画（改定）の進捗について

（令和５年度）ということで、事務局からの説明をお願いいたします。 

  なお、質疑応答のほうの時間については、事務局からの説明終了後に設けますので、内容

について質疑のある方は、そちらでお願いいたします。 

  まずは、事務局の説明をお願いいたします。 

○環境対策課長 環境対策課長、小野川でございます。着座のままご説明を申し上げます。 

  先ほどご紹介申し上げましたけれども、第三次環境基本計画改定によりまして、「資料

１」と題されている表紙の資料、こちらのほうに様々な施策を記しまして、それぞれの施策

に目標というものを定めております。 
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  それでは、１ページおめくりをいただきまして、Ａ３横の資料からご説明を申し上げます。 

  基本目標１、地球温暖化対策の推進、個別目標１－１、再生可能エネルギー等の導入推進、

２、省エネルギー対策の加速、３、気候変動適応の推進ということで、全部で６つの指標を

定めております。その状況についてご説明をさせていただきます。 

  まず１番目です。区民の方で再生可能エネルギー電力等を導入している方の割合、これは

区政モニターアンケートと呼ばれる区のアンケート、この結果を基に算定しているものでご

ざいます。令和４年度に比して令和５年度のほうが下がっているという状況で、私どもとし

ても少しショックを受けています。全体供給量が増えているということも聞いておりますが、

なかなか一般の区民の方に手に入る状況ではないのかなということが１つ想定はできますが、

なぜこう変わったのかということをきちんとフォローアップというか、調べるアンケート項

目が作られておりません。こちらは区政モニターアンケートということで、私どもだけで決

めることはできませんが、この内容がもう少し深掘りできるように私どもとしてアンケート

を構築してまいりたいと考えております。 

  また、来年度の令和７年度には一般の区民の方がご利用になれる再生エネルギー電力等、

こういったものをより導入していただけるようなきっかけづくりということの事業というの

も少しどういうことができるのか考えを進め、７年度には実行できればというふうに考えて

おります。 

  続きまして、この再生可能エネルギー電力の事業所の方でございます。これも8.7から

6.3に下がっています。こちらのほうは、私どもが実施しているアンケートでございます。

今回、同じように理由が把握できませんでしたので、理由を把握できるような項目を書き加

えることを考えております。既に私ども、この後ろに書いておりますけれども、新宿再エネ

オークション、首都圏再エネ共同購入プロジェクトといったツールは持ち合わせてございま

す。こちらのほうの利用・活用をより進めなければならないというふうに考えておるところ

でございます。 

  あわせて、今年度からなんですけれども、省エネルギー・創エネルギー機器等補助事業、

事業者の方ですと太陽光発電ですとか、それから高効率空調機、あとＬＥＤ改修、こういっ

たものを導入していただいた際に補助金を交付する制度がございます。その一部に再生可能

エネルギー電力の導入というのでインセンティブをつけるようにしてございます。こちらの

ほうを、さらにＰＲを進めてまいりたいと考えております。 

  続きまして３番、街路灯の改修、これはみどり土木部所管となります。既に計画達成に向
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けて計画的に交換を行っております。ここにもありますけれども、小型蛍光灯のＬＥＤ化は

完了しています。また、大型街路灯のＬＥＤ化も実施していくということでございます。今

後も道路管理者として、こういったＣＯ２の排出量の低減ということを目的とした施設改修

を進めてまいります。 

  同じくみどり土木部所管になりますが、遮熱性舗装の整備面積でございます。こちらも計

画的に目標を設定し、達成をしているところでございます。 

  続きまして、区民によるみどりのカーテンの新規設置枚数でございます。令和５年度243

枚となっております。目標から３分の２程度しか達成ができておりません。また、今年も

190枚程度が新規であるということでございます。ただ、並行して、私どもの新規でお配り

するもの以外で、同じ、過去にお配りしたものを活用されて、いわゆるリピーターとなって

いらっしゃる方が一定程度いらっしゃるということが私ども聞き及んでいるところでござい

ます。裾野を広げるということも大事なんですけれども、しっかりと取組を続けていただく

ということも大事ですので、そういった両方の側面でこういった数値が把握できるようにな

るよう検討を進めてまいります。 

  それからカーボン・オフセット、こちらは新宿区では３つの市、伊那市、沼田市、あきる

野市に「新宿の森」ということで森の保育・整備をさせていただいております。それによっ

て各都県からＣＯ２の吸収量の認定を受ける制度がございまして、その制度によって算定さ

れたものがこの数値となります。令和５年度は、227.9ｔになりました。こちらのほうなん

ですけれども、前年に比べて少し数字が下がっているんですが、今年度、非常に厳しい場所

での整備や森の保育を取り組みました。峻険な場所、切り立った場所などの森はどうしても

民間では手を入れづらいというところがありまして、私ども公費によってそういった場所を

丁寧にやっていくということも１つ大事なことだろうなと思って、こういった今申し上げた

ような場所を取り組ませていただきました。今後は、施業地と申しますけれども、作業を行

う場所の面積を広げること、また可能であれば新たな自治体とも連携しまして、こういった

森の整備というのを広げていきたいというふうに考えているところでございます。 

  次ページをご覧ください。基本目標２、豊かなみどりの保全と創出ということで、こちら

は主にみどり土木部、みどり公園課のほうで担当してございます。目標値につきましては公

園の面積は、都立明治公園が再開園したということでかなり増えています。緑被率につきま

しても17.98という数字が出ておりますが、これは2020年、令和２年に実施した数値を横引

きしている状態でございます。次の調査は５年後、2025年ということで予定されていると
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ころでございます。 

  緑視率でございますが、こちらのほうも原則同じ数値を使っているところでございます。

10年間に１度ということになっておりますので、平成28年度の数字がそのまま横引きとな

っております。 

  神田川親水テラスの年間利用者数でございます。新型コロナウイルス感染症が流行してい

る間、令和２年度、令和３年度は中止をいたしましたが、令和４年度から復活・再開いたし

ました。非常に人気のある事業でございまして、神田川に降りられるという大変貴重な機会

でございまして、多くの方、特にお子さんを中心としてご参加をいただいているところでご

ざいます。令和５年度につきましては2,399人、かなり多くの方にご参加をいただきました。

今年度も聞くところによりますと、気象条件が非常にいいというように聞いておりまして、

同じような数字が得られるのではないかということを聞き及んでおります。 

  続きまして基本目標３、資源循環型社会の構築でございます。まず１番、区民一人１日あ

たりの区収集のごみ量でございますが、こちらのほう、令和５年度は令和４年度に比しまし

て20グラム以上減るというような結果となっております。目標を上回る67グラムと書いて

ありますが、令和９年度の444グラムに対してバックキャストで一定の数字を出しておりま

す。その数字よりもかなり低い値が出たというような状況でございます。区民の皆様方のご

協力があってこその数字だと認識してございます。 

  続きまして、ごみの総排出量、区の収集するごみ量と持込みごみ量、事業者の方などが清

掃工場に直接持ち込む数字でございます。令和５年度については、まだ確定数値が出ており

ません。こちらのほうなんですけれども、令和４年度を見ていただきますとお分かりのとお

り、新型コロナウイルス感染症が５類に移行したことによりまして事業活動がかなり増えて

きています。先ほど会長のほうからありましたけれども、インバウンドもかなり増えていて、

ホテルの宿泊者数なども伸びている状況でございます。こちらのほう、事業者からの持込み

量については増えることが想定されています。私どもとして、どういうふうに事業者に対し

てごみの削減というのを働きかけていくかというのは１つの課題かなというふうに捉えてい

ます。 

  ３番、家庭系食品ロスの量でございます。目標値3,860に対して4,160トンという数字が

令和５年度には推計されているところでございます。この目標値達成というのは非常に重要

なことであり、と同時に食品ロス削減、フードドライブ、こういったものが着実に根づきつ

つあるなというところを感じているところでございます。特にフードロスの窓口は昨年度、
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大幅に数を増やしました。そういったところで、頂いた未利用食品、こういったものをしっ

かりと活用していくことが、さらに減らしていくためには重要なことだというふうに認識を

しているところでございます。 

  次ページをご覧ください。基本目標４、良好な生活環境づくりの推進。こちらは４項目ご

ざいます。４項目全てで私ども、おおむね目標値を達成しているところでございます。喫煙

率につきましては、もうかなりの年数、駅周辺で歩きたばこ0.1未満、生活道路、一般の皆

様方のお住まいのところでの数値が0.5％未満というのを達成しているところでございます。 

  それから、シェアサイクルですけれども、こちらのほうも定着してまいっておりまして、

この目標値におおむね近づいてまいりました。 

  それから、いわゆる様々な環境基準、こちらのほうは100％達成することが重要でござい

ます。今後もしっかりと取り組んでいくことによって、100％の達成というものを継続して

まいりたいと思っております。 

  苦情処理の対応の満足度ということで、87％という数字が出ております。今後も皆様方

から寄せられた様々なご意見や苦情に対して、真摯に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

  最後、基本目標５、環境学習・環境教育の推進でございます。 

  こちらも区政モニターアンケートによりまして、環境に配慮した取組を行っていらっしゃ

るとお答えいただいた方でございます。95％を超える方が、何らかそういったお取組をさ

れているということでご回答をいただいております。今後、さらにこの95という数字から

上回っていけるように取組を進めてまいりたいと考えております。 

  続きまして、今回の改定で１つ大きなテーマでございました子ども向けの行動変容、そう

いったものをもたらしていくための取組でございます。令和６年度からの新規事業ですので、

令和５年度の実績はございません。今年度から調査をいたしまして、その調査に基づきまし

て、こういった80％という数字を達成してまいりたいと考えております。 

  ３番、大人向け環境学習の講座の延べ受講者数でございますが、コロナで少しへこんだ部

分はございますけれども、令和５年度については300人を超える方にご参加をいただきまし

た。今後も600人という目標に向けて、受講しやすい講座の実施、こういったものを図って

まいりたいと考えております。 

  最後、子ども向け環境学習・環境教育の講座の受講者数でございますが、昨年度は様々な

取組を新たに行った結果、目標数値3,000に対して4,316という数字を得られることができ
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ました。環境学習の出前講座の実施回数を、令和４年は55回だったものを令和５年87回。

コロナが５類に移行したということもあって、私どもとしてもアプローチしやすくなったと

いうこともあるんですけれども、そういった取組の拡充というのを今後も図っていきたいと

いうふうに考えております。 

  大変雑駁ではございますが、ご説明といたします。 

○会長 ありがとうございます。今説明のありました報告事項（１）の「新宿区第三次環境基

本計画」（改定）の進捗の点検・評価、こちらについてご質問ありましたらよろしくお願い

いたします。 

  浦口委員、お願いします。 

○浦口委員 ありがとうございます。基本目標１に関して質問です。個別目標１－３の気候変

動適応の推進というのは、どの指標で見られているんでしょうか。 

○環境対策課長 すみません、気候変動適応の推進というところは、特段こちらの目標の中に

は置いておりません。私どもとしましては、環境基本計画の中で様々な、クーリングシェル

ターの設置ですとか、そういったところを積極的に取り組むというところですので、数値目

標は置いてございません。 

○浦口委員 分かりました。ありがとうございます。 

○会長 そのほかに。 

  﨑田委員、お願いします。 

○﨑田委員 ありがとうございます。この大きな表で基本目標１のところでご説明いただいた、

一番最初にお話しいただいた、やはり基本目標１の①と②の再生可能エネルギー電力の導入

の家庭と事業者の皆さんのところが令和４年度から率が下がっているというのが本当に、今

ご説明でも大変残念な数字ということでお話がありましたけれども、これに関して２点、ち

ょっとコメントをさせていただきたいんですが、アンケートという手法でやっているので、

本当に正確な数字が必ず出てくるということでもないと言うと変なんですが、ですから、ア

ンケートというやり方での誤差というのも少しはあるんじゃないかというふうに思いますが、

どういうふうにこの数字を、アンケートじゃない方法で本当に導入している数字を、様々な

電力事業者さんから情報をいただけるような仕組みにしていけないのかとか、それは新宿区

だけの問題ではないんですけれども、この数字の把握とか状況の把握というのは全体にとっ

ても大事な問題かなと思って。そんなことも今後、区のほうでは関心を持っておいていただ

ければありがたいなというふうに思いました。 
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  ２点目なんですが、この②の事業者さんのところで、これからのいろいろ補助の引上げを

行うとか、こういうようなことを今後やるというふうに書いてあって、大変重要だというふ

うに思っています。ここのところ、国や東京都なども様々な補助金の制度を非常にたくさん

出しているという印象がありますので、何かそういうのをうまく、それを行政が、区が使う

という、そういう行政が使うような制度がたくさん出ていると思いますので、そういうとこ

ろをできるだけたくさん使って、事業者さんとか区民の方の家庭で使えるような形で機会を

増やしていただければありがたいなというふうに思いました。特に事業者さんに向けては、

今日一緒に委員に入っていただいている商工会議所さんなどと連携しながら積極的に、どう

いうふうにやったら、こういう設備の導入とか、あるいは設備の導入だけではなくて、本当

にそれぞれがどういうふうにエネルギー源をゼロカーボンに向けて改革していくかという大

きな時代の変化だと思いますので、一緒にそういうことを考えていくような、そういう場も

つくっていくとか、少し事業者さんに向けての取組というのもしっかりと考えて進めていた

だければありがたいなというふうに思いました。よろしくお願いします。 

○会長 ありがとうございます。今のに事務局は特に補足なくて大丈夫でしょうか。 

○環境対策課長 ほんの少しだけ。 

  今様々ご提起ございました。私どもとしましては、この達成に向けて様々な方策を考えて

まいりたいと思いますので、今日も含めていろいろとご示唆いただければと存じます。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

  堀野委員。 

○堀野委員 私もこの基本目標１についてなんですけれども、今の①の区民の再エネ選択につ

いては何か工夫ができないのかなと思いました。例えば民間団体との連携ですとか、例えば

集合住宅、区営住宅のようなところは基本的に再エネ電気にするように何か措置を取るとか、

不動産事業者と連携して何か進めてもらえないのかとか、そういったことが検討できないの

かと思いました。 

  それから事業所についてなんですけれども、省エネルギーに関する指標がないようなんで

すけれども、東京都で事業所の省エネ診断を無料でやっています。そういうものを進めたり

といったことはあるのでしょうか。もしあるとすれば、それも省エネルギーの施策になると

思いますし、そういった取組とこの②の再エネ電力の導入というのを併せて進めるというこ

ともできるのではないかなと思いました。 
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  以上です。 

○会長 ありがとうございます。事務局、お願いいたします。 

○環境対策課長 区営住宅ということになりますと、区営住宅での電力というのはお住まいの

方それぞれがお払いになっていると。廊下等共用部分については区のほうになっております

ので、そういった部分で導入の可能性というのについては住宅の担当課と考えていきたいな

というふうに思います。 

  それから、事業者の方に向けてどういう取組をしていくかということで、実は昨日、23

区の環境の担当課長会がございまして、そこで東京都から新たな冊子等が発行されたという

ことを知らされたところです。以前より東京都の事業については、私ども窓口やホームペー

ジでお知らせをしているところでございますので、今後も家庭向け、事業者向けのそういっ

た東京都の取組、または補助制度については今少し力を入れてお知らせをできるようにして

まいりたいというふうに考えております。 

  今回、昨日、デジタルベースでしたけれども、新しい冊子を見せていただいたんですけれ

ども、大変分かりやすい冊子を東京都さん作っていらっしゃいましたので、そういったもの

が窓口でもアクセスできるように進めてまいりたいと考えております。 

  総論なんですけれども、再生可能エネルギー電力の量自体は増えているというふうに聞い

ております。ただ、導入を希望される方、特に事業者の方が非常に導入を希望される、ＣＳ

Ｒなどで希望が大きいと。まず大口から電力供給会社の方、売っているような状況だという

ふうに漏れ聞いております。今後、そういった新たに供給できるような電力があるようであ

れば、私どもは個人の方にも売っていただくように何らか促しができないかということを考

えてまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。 

  浦口委員、お願いします。 

○浦口委員 ありがとうございます。同じところなんですけれども、アンケートを実施できて

いないので理由が分からないという記載があるんですけれども、確かにアンケートも重要だ

と思うんですけれども、アンケートの項目を立てるためにも、一体どの辺に課題があるのか

という、その分析が必要なのかなと思います。例えば手間がかかるからなのか、あるいは電

力供給自体、再生エネルギー由来の電力供給自体が足りないのか、コストなのか、あるいは

知らないからなのか、そういう分析をして、どこを、私も不動産、やっぱり集合住宅と雑居
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ビルが多いと思うので、そういった建物を持っていらっしゃる方へのアプローチというのは

有効なんだろうなと思っていたので、堀野委員の意見はすごく賛成するところなんですけれ

ども、それにしても、まずは分析が必要なのかなと思うんですけれども、そういった動きと

いうのは既にあるんでしょうか。 

○会長 事務局お願いします。 

○環境対策課長 改定の際に行いましたアンケートによれば、再生可能エネルギーの電力等の

導入状況について調べたところ、ご回答いただいた方、これは多分個人ということになりま

すが、電力会社の選定方法、どこを選べば分からないという方が30％、それから手続が分

からないという方が同じく30％。今ご指摘があったように、集合住宅で一括受電している

から、それが原因で、そこが変わらないと変わらないということ。それに続いて、今日ご参

加いただいております東京電力様、こういった現在契約していらっしゃる電力会社から変え

るのに不安があるというようなところで項目が出ております。 

  電力会社を選べば分からないというのは、確かに一時期、ＦＩＴ制度が改正されたときに

新電力の会社が撤退するというようなことがあって、ご不安を持たれているのかなというふ

うに思っています。それから、ご指摘がありましたように集合住宅等の共有部分、こういっ

た部分での導入というのも少しハードルになっているのかなというふうに思っております。 

  ある程度こういうふうな事由というのが私どもとしても把握している部分ございますので、

そういったものを踏まえて、どういった取組ができるのかというのを改めて戦略を練る必要

があろうかなというふうに感じているところでございます。 

○会長 ありがとうございます。 

○須藤委員（代理：木川田） 東京電力パワーグリッドでございます。今も話がありました電

力会社のどこを選べばいいか分からないというのは、多分私たちは技術系といいますか、小

売ではないので、エナジーパートナーという小売の会社を示していただいているのかなと思

いますけれども、恐らくそれは再生可能エネルギーの導入に当たって、それが選択肢として

阻害されているじゃなくて、いろいろな小売があるので、どの小売会社と契約すればいいの

か分からないということなんじゃないかと思っていて、そのこととこの再生可能エネルギー

の話というのはちょっと関連がないように思うんですけれども、その辺、何かどうなんでし

ょうか。 

○会長 事務局お願いいたします。 

○環境対策課長 確かにおっしゃるとおりで、その答えをもってして何がハードルになってい
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るのかというところまで深掘りして調べているわけではございません。ただ、選定項目とし

まして、今使っているところを使い続けるという選択をしているんだというのがアンケート

の結果でございます。先ほど申し上げたように、様々な電力会社があって、その電力会社か

らの供給が安定している、安定が難しいというようなことは報道によって先行している部分

もございますので、そういったところの中での、なかなか難しいところもあるのかなという

ふうに感じているところでございます。 

  私どもとしてはまず、既にＦＩＴの改正は行われておりますので、今供給されている方は

少なくとも今の供給量は確保できるというふうな認識でございますので、どういう会社が供

給されているのかというのを、まずうまくお伝えすることが必要なのかなというふうに思っ

ております。エネルギー庁などでも様々な供給元はご紹介になっているようですので、そう

いったものがきちんと区民の方に伝えられるような方法が何かあればというふうに今考えて

おります。 

○須藤委員（代理：木川田） ありがとうございます。分かりました。 

○会長 村上委員、お願いします。 

○村上委員 実際に私は再エネ電力100入れています、家で。本当に手間かかりました。選ぶ

のも大変でした。そういうところからやはり、まず情報が一元的に自治体さんで管理されて

いません。我々もそこは大きな反省点だなというふうに思っています。区民などからの問合

せがあったときにご紹介できるようなスキームがまずないですから、こういうのが必要にな

ってくるんだろうなというふうな気はしています。 

  それからもう一つは、価格面で結構ばらつきが大きいというところが結構あります。その

辺の価格も実際に自治体では把握しているといった状況ではないので、これこそ民間との連

携というんですか、公民連携である程度枠組みをつくって、情報をきちんと提供し、それを

ご案内できるような窓口を区の外部に設置する。区は直接的に特定の事業者を紹介するとい

うことは実はできないといった特性がありますものですから、そういうものを踏まえたやり

方を工夫していかなきゃいけないかなというふうには思っています。ここ数年でその辺が立

てられるかどうかというのは、また中でいろいろと相談してみたいというふうに思いますけ

れども、まずは情報をきちんと、正確なものを集め提供できる体制をつくるのと、そういっ

たものをコーディネートしていただける民間の事業者を引っ張り込んでくると。それをＰＲ

して区民に活用していただくという流れをくんでいくのが一番いいのかなというふうに考え

ているところです。 
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  以上です。 

○会長 補足ありがとうございます。 

  井元委員、続けて同じ内容ですか。替わりますか。どうぞ。 

○井元委員 資料の基本目標１の③の街路灯の改修の「小型蛍光灯のＬＥＤ化は完了した」と

あり、大型の場合は「目標を達成しました」と書かれているんですけれども、100％完了は

していないんでしょうか。何％ぐらいなんでしょうか。 

○会長 事務局お願いいたします。 

○環境対策課長 まず小型は完了しました。大型はその途上です。「目標を達成しました」と

いうのは、単年度の目標を達成しましたという意味です。 

  それで、ここに書いてあるんですけれども、累計で788基というふうにあります。ごめん

なさい、ちょっとそこの全体量というのは今把握できていません。後ほど別途お答えしたい

と思います。みどり土木部に問い合わせて、きちんとお答えできるようにしたいと思います。

申し訳ございません。 

○井元委員 もう一ついいでしょうか？ 

基本目標２の緑被率なんですけれども、令和２年に実施した「みどりの実態調査」という、

この資料、実は私は見ていないので何とも言えないんですけれども、この緑被率の中には一

般家庭の木とか草花とか、そういうものも入っているんでしょうか。 

○会長 事務局よりお願いします。 

○環境対策課長 こちらは航空写真を撮って、それを赤外線分析いたします。赤外線分析いた

しますと、緑のかかっている面積、種類はいろいろ、大きな木、低木、それから本当に草木

と呼ばれる草のようなもの、これも全部緑としてカウントされます。それら全ての比率が、

さっき言った写真分析で計算された結果が17.98ということになります。 

○会長 実は昔、私それをやっていました。航空写真の分析をしていました。もうかれこれ何

年前です。だから、緑視と緑被率と違うということですね。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  飛田委員、お願いします。 

○飛田委員 そうしたら基本目標の３のところで、先ほど小野川課長のご説明で、コロナ明け

でインバウンドの影響があって、ごみの排出量が増えたかどうかみたいな話がありましたけ

れども、実際これどうなんですか。確かに京都とか奈良とか鎌倉でオーバーツーリズムとか

って言われていますけれども、新宿も歌舞伎町とか大久保とか、有数の歓楽街というか、繁
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華街があるから、私の大学のそばでも民泊らしきものがあって、ちょっと短期の宿泊観光客

みたいなのがいるような感じがあるんですけれども、路上ごみの問題なんかもいろいろ、東

京都は規制が厳しいとかってありますが、何をお伺いしたいかというと、インバウンドとか

外国人観光客の影響でごみの排出量が増えているというようなデータが取れるのかどうかと

いうお話。 

  あと、区民の１人当たりの排出量が減っているのに、観光客のために増えてしまうという

のはちょっと残念な話じゃないかなと思うんですが、そういう点で何か対策のようなものが

あるのか。つまり、観光客には来てほしいけれども、ごみの排出は減らしたいという、トレ

ードオフの関係にあると思うんですが、新宿区としてインバウンド対策というか、ごみの点

で何かお持ちなのかどうかというのをお伺いしてみたいなと思います。 

○会長 事務局お願いします。 

○ごみ減量リサイクル課長 ごみ減量リサイクル課長でございます。ご意見ありがとうござい

ます。 

  区の回収している家庭系のごみ、こちらのほうはご説明のとおり順調に減ってきてござい

ます。さらに減らしていきたい。また、持込みごみで申し上げたのは、まだ暫定数字で、特

別区全体の数字だけ出ているんですけれども、およそ年間600万トンというところでは大体

横ばいというところになってきてございます。せっかくコロナで減ったんですけれども、う

れしいけれども悲しい面もあり、経済活動が再開したことによるごみの増というのはどうし

ても出てきているというところでございます。 

  これが全体の内容でございますけれども、いただいた観光客、インバウンドというところ

でのごみというのは、その中のどこに入ってくるというのは、それぞれの管理者で処分して

いるところで、明確には分析はちょっと難しいというところではあるんですけれども、それ

でも新宿区のほうで繁華街、ポイ捨てされているようなごみとかというところで、処分して

いる量というのは増になっております。 

  ここのところの働きかけでございますけれども、新宿区では本当に多くの方が日々訪れて

いる中で、街頭ビジョンですとか、ホームページ、広報のみならず、道路の掲出ですとか、

そういった形で、ポイ捨てはできない、また路上喫煙もできないというところを併せて啓発

させていただきますとともに、また国のほうも挙げて、今観光庁がインバウンドの方へのそ

ういう実証実験とかを、ごみはまちで捨てないで持ち帰ってもらうとかというところを進め

ているようなんで、そういった推移を見ていきながら、引き続きといいますか、さらに推進
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していけるように事業を構築していきたい、そのように思っております。 

○会長 村上委員、お願いします。 

○村上委員 持込み、事業者系のごみについては、インバウンドにかかわらず、経済状況、要

は営業をたくさんやることによって増えます。これは、日本人が利用しているのか、外国人

の方が利用しているのか全然かかわらず。そういった意味では、歌舞伎町を抱え、大久保、

高田馬場といった飲み屋街をいっぱい持っている新宿は、コロナ明け以降はかなり上がって

きているというのはあります。事業系のごみについては資源化をどう徹底するかというのが

大きな課題になっています。混在した形で、今産廃として捨てられるもの、それから事業系

一廃として捨てられるものという形になっていますので、そこをどれだけ選別させていくか

と。今回、私どもの事業指導の担当の係については、今後できれば清掃事務所ともっと一体

的に動けるような体制を組みながら、事業者の指導のほうをどう強化していくかというのを

今ちょうど検討している最中ですので、そういった中で資源化をより進めるための具体的な

作戦をうちのほうも考えていかなければいけないなというふうに今思っていますので、その

辺でまた新たなご提案をさせていただければというふうに考えています。 

○会長 ありがとうございます。 

  次の議題のほうもありますので、皆さん残りあるかどうか、確認のほうをお願いいたしま

す。 

  﨑田委員、お願いします。 

○﨑田委員 すみません、ありがとうございます。 

  今のお話で、事業系の資源化というのはすごく大事なことだと思うので、ぜひいろいろ検

討を進めてほしいと思うんですが、１点、今、飛田委員のご発言のあったインバウンドとい

うふうなことから言うと、宿泊施設での資源化とか、何かそういうのをぜひまずはちょっと、

すごく具体的ですけれども進めていただければなというふうに思います。お部屋の中に分別

ボックスがあるだけで、あっ、ここってちゃんとやっているんだなと思ったりしますので、

お部屋の中に分別ボックスを置くとか、あとはそういうことを一生懸命やって、でもやっぱ

りごみが増えるんであれば宿泊税とか、１泊、日本人もそうですけれども、150円とか、京

都だと200円だったりとかしますので、そういうのを考えるとか、ぜひそういうふうにして

いただければありがたいなというふうに思いました。 

  それで、すみません、もう一点、先ほどご発言された事業系のＣＯ２削減。家庭で再エネ

に変えるとか、事業者さんが再エネに変えるとか、やっぱり行政の外に場を置いて、情報を
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しっかり集めてアドバイスできるような場があるといいというふうにお話をされたのは、と

ても大事なお話だなというふうに思います。どういう場がいいのかというのは、いろいろな

ケースがあると思うんですが、最近、銀行の方がすごくそういうもののアドバイスをするた

めにいろいろなデータを集積したりというところがすごく多いというふうに感じていますの

で、少し銀行とか、そういうところとも相談しながら、そういう場づくりを広めるとか、ち

ょっと検討していただくのもいいかなと思いました。 

  よろしくお願いします。 

○会長 ありがとうございます。事務局、何か補足ありますでしょうか。 

○環境対策課長 アンテナを高く広げて、情報収集に努めたいと思います。もし﨑田委員から

そういったものがあれば、ぜひご教示を願いたいというふうに思っております。 

○会長 ありがとうございます。 

  次の議題に移りたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。今の議題については、

ありがとうございます。 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

    ◎令和６年度主要事業について 

○会長 続いては報告事項の２、令和６年度主要事業について、事務局から説明のほうをお願

いいたします。 

○環境対策課長 それでは、私ども第三次実行計画を策定する中で、様々な事業に取り組んで

いくということをお話し申し上げまして、実際に令和６年度、どういった事業を中心に行っ

ていくのか、その規模等について、この場でご報告を申し上げたいと思います。 

  まず基本目標１、「地球温暖化対策の推進」の中の区民・事業者向け省エネルギー・創エ

ネルギー機器等の補助ということなんですけれども、実を申しますと、これが去年度、事業

者向けの一番下にあります高効率空調機なんですけれども、当初予定していた量の９倍の申

込みがあったと。20件程度予定していたのが190件程度申込みがあったと。途中で補正予算

も組んだんですけれども、それでも足らなくて、最終的には予算をやりくりするというとこ

ろまでやることになりました。こういったものに対して私どもとしては、可能な限り今年度

も対応してまいりたいと考えております。 

  １つ大きな、これまでの違いというのは、ここに区民向け、事業者向けというふうに書い

てあるんですけれども、以前はこれ別々のお財布でした。この予算費目、区民向けの予算費

目と事業者向けの予算費目が別に分かれておりました。ですから、それをやり取りするとい
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うのは原則できなかったんです。それを１つのお財布、１つの予算費目に変えることにより

まして、その年の執行状況、使い方をしっかりと見て、よりご要望の高いところ、申請の高

いところにしっかりと予算を回していくというようなことができるようにいたしました。 

  加えて、計画事業ベースなんですけれども、今までの金額だけでなくて、ＣＯ２の量で申

し上げますと、令和５年、第二次実行計画最終年度では860トンの削減が可能になるような

補助をしていたんですが、それを３倍、2,500トンまで増やすというような拡充を図ってお

ります。それぞれ推計ではありますが、いろいろなご要望をしっかりと捉まえて、この補助

というのを今年度も実施していきますし、来年度以降も拡充してまいりたいというふうに考

えているところでございます。 

  それから、次は区有施設におけるＣＯ２の排出削減ということでございますが、再生可能

エネルギー等、前々から申し上げておりますが、私どもの庁舎の多くで計算上、ＣＯ２の排

出量がゼロになるという電力を導入してございます。既に高圧につきまして、契約電力が

50キロワットを超える施設につきましては今年度をもちまして全て導入が終わる予定です。

これからは低圧と呼ばれる、一般家庭と同じような電力を使っている施設について、私ども

導入を図ってまいりたいというふうに考えております。 

  ただ、なかなか供給事業者さん自体が限られているというところがありまして、私どもと

して様々な事業者さん、供給事業者さんと今アプローチをしているところで、まとめ上げて

いきたいというふうに考えているところでございます。 

  それから、ＬＥＤ化でございます。次ページをご覧いただけると、②番でございますが、

環境関連の施設につきましては本年度をもちましておおむねＬＥＤ化、大きいものについて

は達成をできるような、こういう状況をつくっております。これに加えて、学校施設におい

てもＬＥＤ化を今後取り組むということで計画事業を策定してございます。こちらのほう、

所管が主に教育委員会になりますので、ちょっとここのご説明には入っておりませんけれど

も、そちらのほうを進めさせていただきたいというふうに考えております。 

  それから、基本目標３の「資源循環型社会の構築」の中の、先ほど申し上げましたフード

ドライブでございますが、先ほど申し上げましたように、令和５年度に３か所から10か所

に受入れ窓口を増やしました。受入量につきましては前年度比で1.25倍。先ほど申し上げ

たとおり、使っていただく方との連携というのが非常に重要になってまいりますので、そこ

につきましてはしっかりといろいろなチャンネルを活用して取り組んでまいりたいと思って

おります。 
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  それから、食品ロス削減協力店登録制度、こちらのほうですが、今、食品ロス削減パンフ

レットということで小冊子を作ってございます。こちらのほう、ごみ減量リサイクル課の窓

口で配布してございますので、今ちょっとお持ちしたいと思いますので、後ほどご覧いただ

ければと存じます。 

  続きまして、３ページでございます。 

  モニター調査を行っております。モニターとして手を挙げてくださったご家庭で、食品ロ

スの状況等についてカレンダーに記載していただくという形でリサーチをするという取組を

始めました。今年度もそれを取り組んでいくと。この事業の非常に重要な１つの視点は、こ

の調査に参加すること自体が食品ロス削減の取組につながるということでございます。広く

多くの方に参加していただけるように取組を進めてまいりたいと考えております。 

  続きまして１項目飛ばしまして、資源プラスチック回収の推進でございます。今年４月か

ら、いわゆる製品プラスチック、全ての部品がプラスチックでできているもので、大きさが

一定程度以下のものにつきましては、今までの容器リサイクルと同じ方法で、資源として出

していただけるようになりました。こちらのほうなんですけれども、４月から６月の回収実

績が530トンとなっていまして、前年比22.1％ということになっていますが、では前年の何

と比べたのかといいますと、前年の容器リサイクル包装として出されたプラスチックの量に

比べて22％増えているということですので、いわゆる今申し上げました、「単プラ」と呼

んでいますけれども、製品プラスチックの中でプラスチックのみでできているものとして新

たに回収できたのが22％というふうに推計ができるかなと思っております。こちらにつき

ましては様々、地域でのご紹介をした結果、こういう結果が得られておりますので、今年度、

子ども向けのチラシや外国語でのチラシ、それから多文化共生推進課と連携して、外国人向

けにお話しのできる機会、そういったものを設けていきたいというふうに考えています。 

  続きまして基本目標５、「環境学習・環境教育の推進」でございます。まず「新宿の森」

自然体験ツアーですが、先日、沼田市に行ってまいりました。非常に好評でございました。

今後、８月の末に２回、伊那市に行きます。それから、５月にあきる野市で年齢の比較的高

い層、大学生なんですけれども、残念ながら人数としては４名という非常に限られた人数で

はございましたけれども、より高度な森林整備について体験をしていただきました。非常に

ご好評だったので、ここにご参加いただいている学識経験者の先生方のお力添えもいただき

ながら、さらに来年度は人数を増やしていけたらなというふうに思っておりますが、高度な

ことをやろうとすると、なかなか拡充していくというのが、人数を増やしていくのが難しい
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というところでちょっとジレンマがありまして、そこの整理はさせていただきたいなと思っ

ております。 

  そして、次に区内大学と連携した若者の啓発ということなんですけれども、第三次環境基

本計画（改定）に際して行いましたアンケートの結果でも明らかになって、こちらでお示し

したのですけれども、18歳から34歳の年齢層におきまして、環境に対する様々な興味が、

比較的ほかの年代に比べて低いということがありました。ここのところを何とか底上げして

いくために今年度、これから大学生の方からヒアリングをして、来年度、少しそれを取りま

とめていく形にしていきたいなというふうに考えております。先ほどと同じになりますけれ

ども、学識経験者の先生方のご協力を仰ぎながら、学生さんのご意見を拾い上げていくとい

うようなことをさせていただきたいと思っております。 

  すみません、先ほど申し上げ損ねた数字についてでございます。まず小型蛍光灯について

でございます。令和５年度までで95％完了しており、本年度をもって全てを実施する予定。

大型街路灯については53％が完了。これから順次100％を目指していくということです。 

  遮熱性舗装につきましては、これは到達目標を定めているのではなくて、年間1,600平方

メートル程度を行うということで計画を策定しておりますので、毎年毎年、区内で1,600平

方メートルが当面増えていくということになります。将来的には、老朽化した遮熱性舗装の

維持というのも出てくるのかもしれませんが、当面は1,600平方メートルが毎年毎年増にな

っていくというような形になっております。 

  それでは、先ほど申し上げました冊子のほう、今係員がお配りします。 

  ご説明は以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

  そのほかの資料は使わず大丈夫でしょうか。この内容だけで大丈夫でしょうか。 

○環境対策課長 実績につきましては参考資料ということで添付をさせていただいております。

簡単に申し上げたいと思います。 

  二酸化炭素の排出量につきましては、これにつきましては若干微増ということになりまし

た。理由につきましては、これを計算しております団体、特別区を含む62の東京都の自治

体でこの計算をしております。その分析によると、１つは新型コロナウイルス感染症が一定

の収束をして、経済活動が増えてきたからというのと、それからこの年なんですけれども、

１月が大変寒くてエネルギーの消費量が多かったということがあるというふうな分析があり

ます。これにつきましては、今バックキャストで出している数字はクリアしているんですけ
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れども、私どもとしては46％という目標を持っておりますので、それに向けてしっかりと

取組を進めてまいりたいと考えております。 

  続きまして、ごみの量でございます。こちらの区が関与しているごみの量ということで、

先ほど申し上げましたとおり、対前年度で見ますと、ごみの量も減少していると。それから、

資源の回収量なんですけれども、これも減少しているという状況でございます。資源の回収

量が減するということが、すなわち、いいことかどうかというのは、なかなかいろいろな議

論があろうかというところでございます。ただ、リデュースという観点からいうと、入り口

の蛇口を絞るということが必要なことでございますので、そういった観点から見れば、これ

も１つの結果として受け止めるべきものだろうなというふうに考えているところでございま

す。 

  参考資料についてのご説明は以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

  それでは、今説明ありました報告事項の（２）の令和６年度の主要事業の実施状況、こち

らについてのご質問ありますでしょうか。よろしくお願いします。 

  永井委員、お願いします。 

○副会長 ありがとうございます。実施状況のうちの（１）の数字が補助件数とＣＯ２削減量

ということで出ているんですが、補助額との、何に補助すると結局ＣＯ２削減につながるの

かというところも見ておられての政策決定をされているんでしょうか。 

○環境対策課長 計画事業としてこちらの事業は列記させていただいております。それぞれ補

助限度額というのが定められておりまして、それに対して補助件数を掛けることによって予

算額というのを算定してございます。全体予算額で申し上げれば、昨年、最終的に１億

8,000万ぐらい補助をいたしました。今年見込んでいるのが当初で１億5,000万ぐらい見込

んでいます。先ほど申し上げたように、執行状況を見て、補正も必要に応じて組んでまいり

ます。 

  補助額については、この件数を増やしていくと、おのずから各補助対象の額というのは増

えていきますので、その時々で大きくご要望のあるものをしっかりとフレームの中で増やし

ていくということを考えていきます。もちろん、フレーム全体も財政当局との協議は必要で

すけれども、増やすことも考えてまいりたいと思っております。 

○会長 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

○副会長 それに対して、そこはご信用申し上げてはいるわけですけれども、結局、高効率空
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調機が費用対効果が非常に高いからというのが見えているからということですよね。 

○環境対策課長 すみません、そこのご説明が漏れました。事業系のエアコンなんですけれど

も、ここ数年ですごく進歩いたしまして、電気の使用料が従来機─まあ、どの時点での導

入かにもよるんですけれども、場合によっては従来に比べて20％ぐらいで回せるようにな

っているというような機器が実際に市場に出ているというふうに聞いてます。半分というの

はもう当たり前の世界になりつつあって、それからさらに電気の消費量を減らす。言うまで

もないことですけれども、私ども新宿区は事業者さんの数がものすごく多いですので、そう

いったところをターゲットを絞っていくことによって、ＣＯ２の排出量を大きく減らすこと

ができるというふうに考えておりますので、費用対効果という点では事業系のエアコンとい

うのは非常に大きなものだというふうに認識しているところでございます。 

○会長 ありがとうございます。 

  削減効果ですね。 

○環境対策課長 はい。費用対効果、費用分析なんですけれども、こういう比べ方というのが、

いろいろ議論あろうかと思いますけれども、今私ども、先ほどご紹介しましたＣＯ２の吸収

の側でいうと、ＣＯ２の吸収をする、１トン当たりの吸収に係る費用が今の計算ですと９万

5,000円ぐらいになります。それに対して、事業者向けのエアコンでいうと、１トン減らす

のに３万3,000円で減らせると、３分の１で１トン減らせるというようなことがあります。

片方が吸収で片方が排出ですから、すなわち、ということになるかどうかは別にして、１ト

ン当たりのＣＯ２をなくしていくという効果でいうと非常に高いものだなというふうに私ど

もは認識しているところでございます。 

○会長 ありがとうございます。 

  そのほかにありますでしょうか。 

  浦口委員。 

○浦口委員 今の費用対効果、恐らく年当たりということだと思うので、複数年使えばその補

助額、１トン当たり幾らというのは下がってくるんだと思うんですけれども、恐らく比較す

るべき数字というのがなかなか難しいところではあるんですけれども、１つ参考になるかも

しれないのがクレジットです。炭素クレジット、Ｊ－クレジットが東京証券取引所で取引さ

れ始めているということですので、その金額というのは─まあ、それがどのくらい妥当か

どうかはともかくとして、吸収に使っている金額よりは妥当かなという気はします。 

○環境対策課長 省エネ由来が2,000円弱、再エネ由来が3,000円弱です。 
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○会長 Ｊ－クレジットの動きとしては、私も理解はしております。省エネのほうと再エネと、

森林には差が出てはいますけれども、年々少し上がっていて、この前まで、今おっしゃられ

たように1,500円ぐらいが省エネだったんですが、もう2,000円台に上がっていると。再エ

ネについても、この前まで2,500円ぐらいだったのが、もう3,000円を超えていく状態です。

森林は地域地域によって変動はありますけれども、お好みがあるみたいで、8,000円とか１

万円とか１万5,000円のものもあったりとか、若干幅が森林のほうはあるようです。 

  事務局、そのような補助でいいですか。 

○環境対策課長 はい。まさにそことも比較をさせていただいておりまして、先ほど申し上げ

ました事業所エアコンというのは10年単位で使っていくものですから、３万3,000円という

のは初期投資ですので、これを10年でならすと3,300円。今のクレジットの値段とまあまあ

イーブンに近いところまで来ているなというのが所感でございます。これが10年使ったら

換えなきゃいけないというわけでもありませんので、さらに寿命が長ければ、もっとコスト

は下がっていくということになろうかなというふうに思っていますので。費用対効果、そこ

だけで見ていくのもどうかという議論はあろうと思いますけれども、そこで見るならば、か

なり効果のある事業だというふうに私どもは認識しています。 

○会長 ありがとうございます。東京都の商工会議所の方もおられますけれども、大企業も中

小企業も年々、脱炭素についてやらねばというのは。今日も再生可能エネルギーやりたいけ

れども、情報がちょっと複雑過ぎてできないとか、あるいは手に入らないという問題があっ

たと思うんですけれども、やろうと思ったときに、やったほうが得ですよ、今取り組んだほ

うが得ですよという１つの判断にもなるのは、実は後々、ＣＯ２足りないからといったとき

に、クレジット買わなきゃとか、あるいは削減単価ってどのぐらいなんだろうというのは、

また情報が多過ぎるかもしれないんですけれども、ただ今、脱炭素するのにどういう費用を

かけるべきということは企業は考えていらっしゃる。もちろん電力も欲しいし、あるいはエ

ネルギーも欲しいし、でもＣＯ２も下げるという、幾つかの指標がない時代に、今新しい、

いろいろな指標で考えましょうという時代が多分来ていると思うので、区はそういった情報

を発信していくのも、整理して発信するのも、最新情報、変動していますので難しいと思い

ますが、何か工夫できるのではないかなと思って、今聞きました。 

○環境対策課長 ご示唆ありがとうございます。いろいろと切り口ありますし、それから比較

するべき対象がどこにあるのかというところは私どもとしてもしっかりと見て、それから情

報発信という点につきましては、ご指摘がありましたとおり非常に重要な取組だと考えてお
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ります。先ほど、うちの委員を務めております部長からありましたように、民間企業のご紹

介というのはなかなかできないんですけれども、今あるデータを整理して、こういうところ

で見聞きできますよというご紹介はできると思いますので、そういったものがうまくできる

ようになればいいなというふうに思っています。また、先ほどありましたように、公民連携

で何か新しい手法がないのかということについては研究を進めたいと考えております。 

○会長 ありがとうございます。 

  まず、堀野委員のほうから。 

○堀野委員 すみません、まずＬＥＤ化というのは大分前から徐々に進んできていると思うん

ですけれども、まだまだ余地があるのか、どのぐらい進んできているのか、もしざっくりと

でもいいので分かればと思いました。 

  あと太陽光発電システムについて、まず事業者のほうが１件というのは、これは極端に１

件というのはなぜなのかなと思いました。 

  あと東京都のほうの補助金もあるように思うんですけれども、そちらとのすみ分けという

か、そのあたり教えていただければと思います。 

○会長 事務局お願いいたします。 

○環境対策課長 ＬＥＤ化ということにつきましてですけれども、まずここに区民向け、事業

向けということで掲載してございます、それぞれのＬＥＤ化の状況というのは把握してござ

いません。ご存じのとおり水俣条約が10年ほど前に結ばれまして、蛍光灯は原則としても

う作らないという時代に入っていますので、順次、それぞれが抱えている在庫がなくなった

段階で、ストックがなくなった段階でＬＥＤ化されていくものと考えておりますので、近い

将来、全てＬＥＤ化されるというふうな認識ではおります。 

  それから、太陽光発電システムが事業者のほうで１件ということなんですけれども、あま

り実は太陽光発電を事業者の方が導入するという事例自体がございません。昨年も２件実績

としてございます。理由はいろいろあると思うんですけれども、テナントさんとして入って

いると、まず作れない。ビル１棟を持っていらっしゃって初めて作れるんですが、上に、屋

上には屋上機器がたくさんあって、なかなかつける場所がないというのが今の実態。それと、

あと構造的に新しい建物を建てるときに重量計算をしていないと導入が難しいというのも１

つ理由としてあろうかと思います。 

  私どもが議会等でもご答弁させていただいているんですけれども、今注目しているのは薄

膜の太陽光発電、ペロブスカイト方式の発電です。こちらの実装というのが、今度の万博で
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実装が始まるというふうに聞いています。バスベイの天井などに薄膜の発電素子をつけると

いうようなことで、関西の会社などが一生懸命取り組んでいるというふうに聞いています。

大手の電気事業者様でもそういったものに取り組み、先例事例をつくるべく、今鋭意取り組

まれているというふうにも聞いています。 

  そういったものが実用化して私どもの手に入るようになったら、可能な限り速やかに、私

ども体育館の屋上などにつけていきたいなというふうに今考えています。 

○会長 ありがとうございます。 

○環境対策課長 すみません、都の補助金のすみ分けです。両方申請できるケースについては

両方申請できるように枠組みをつくってございます。それから、都の補助金の中で私どもの

メニューの中にないものについては窓口でご紹介ができるようにしておりますし、ホームペ

ージのほうも東京都の補助枠組みとリンクを張って、それぞれがお互いに情報共有をしてい

ます。先ほど申し上げた、課長会で紹介された東京都の新しい冊子にもそういうものが載っ

ておりますので、今後そういったものを窓口でご紹介できるように努めてまいります。 

○会長 ありがとうございます。 

  では、櫻井委員。 

○櫻井委員 すみません、基本目標５の「環境学習・環境教育の推進」関係のところで、

（２）の区内大学と連携した若者の環境啓発事業の検討というところなんですけれども、区

内の大学に通う学生の方にヒアリングを行うということです。区の環境に関する取組を的確

に発信するための手法等を検討するために、そういうヒアリングを行うということなんです

けれども、具体的にどういうことを学生さんに聞こうとしているのかなと。何か的確な発信

の仕方、ホームページがいいですかとか、ＳＮＳ、どんなの使っていますかとか、そういう

程度のことを聞こうというんじゃないと思うんですけれども、どういうヒアリングをしよう

と思っているのか、ちょっとお知らせください。 

○会長 事務局、よろしくお願いいたします。 

○環境対策課長 ヒアリング項目については、まだ確たるものを作っていないんですけれども、

私どもとしましては実はこの世代に対して、うち環境清掃部というか、環境部門だけでなく

て、いろいろな部門が一番アプローチが難しい世代だというふうに考えています。私どもが

使っている様々な、ホームページですとかＳＮＳですとか、そういったものでは、いわゆる

響くような発信が、または情報提供がなかなかできていない。この前、あきる野市での「新

宿の森」自然体験ツアーを募集をかけても、なかなか手が挙がらない。そういったところを
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考えると、私たちが今アプローチしている方法自体が、実は今の若い世代にとってはアクセ

スしないようなアプローチの仕方をしているんじゃないかというふうに思っています。 

  先ほどご例示があったような問いかけも当然していくんですけれども、今大学生の人たち

がどういう情報をどのように受け止めているのか。その受け止め方みたいなものをしっかり

とヒアリングしていかないといけないなというふうに思っています。 

  今年度に関してはプレヒアリングにいたします。今何度かやり取りをさせていただく中で、

我々が必要としているヒアリング項目を整理しまして、来年度改めて、人を集めてヒアリン

グというか、調べるということをやっていきたいと思っておりますので、今年度につきまし

ては準備に向けたヒアリングを行っていきたいというふうに考えているところです。 

○会長 村上委員、お願いします。 

○村上委員 大学生の方々にちょっとご協力をいただこうという点は、特に最終的にその世代

の人たちがどう行動変容を先陣を切ってやれるかということをテーマに、自分たちだったら

何ができるか、どんなことだったら区民の方々を揺り動かせるかということを施策提案して

もらうというのができれば、最終的な目標としてはいいのかなと。そこまでいく過程の中で、

まずどういう仕掛けをしようかというのは今年度いろいろと聞き取りをしながら探りまして、

来年、会議体みたいなものを設けて、その中でできれば、最終形とすると、ご提案いただい

た内容が事業化されるところまでルートがつくれれば当事者意識というのは相当高まるでし

ょうし、それに呼応するような形で区民の行動変容が導ければ、これはいいことだなという

ふうに思っているので、それがどこまでできるかというのをちょっとチャレンジしてみよう

かなというふうに思っています。 

  以上です。 

○櫻井委員 ありがとうございます。 

○会長 ありがとうございます。 

  桑島委員、お願いします。 

○桑島委員 区の大学生といいますか、若い人が意識が低いというようなことを書かれていま

すが、選挙の場合も全く同じなんです。18歳、19歳が有権者になったら、これは投票率は

高いんですが、二十歳から20代、30代というのはがたっと落ちるんです。恐らく同じよう

な状況ではないのかなと思うんですが、今度の都知事選挙があのような状況になって、５％

ぐらいアップしているんですね、投票率が。20代、30代という人が投票率─まあ、結果

がまだ集計されていないから分からないんですけれども、当然その人たちが投票したことに
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よって投票率は上がったと思うんです。ですから、そういうものが何であったかというのも

１つの参考になるんじゃないのかなというように私は思っているんですけれども。どういう

ものであるかというのはちょっと分からないですよ、まだ。 

○会長 ありがとうございます。この件で、大学の委員はお二方おられると思うんですが、感

覚、それから環境ＮＧＯもやられている、若手の方の今の感度について、もしご意見があれ

ば補足ください。ただ、若干お時間が押していますので、ここで盛り上がり過ぎれないかも

しれません。すみません、お願いします。 

○飛田委員 学生を教育している身としては被告のような感じで聞いていましたけれども、意

識が低いって必ずしもないと思うのと、環境問題についてだけなのかなと思うと、そうでも

ないような気がする。もう本当におっしゃるように、政治についてもそうかもしれないし、

国際情勢についてもそうかもしれないし。 

  あと最近、今の子どもたち、どんな職業に就きたいですかというのを見ていたら、第１位

がユーチューバーだったんです。あとプロゲーマーとかプログラマーとか、そういう今Ｉ

Ｔ・ＩＣＴとか、そういうところに興味を持っている子どもたちが多い。だから、櫻井委員

のおっしゃるように、発信する手法ということを言うならば、どういう手法だったら学生に

響くのか、学生が食いついてくるのかということだったら、やっぱりＳＮＳということにな

ると思うんです。だから、18歳から34歳という枠もよく分からないというか、学生と社会

人になってからはまた違うかもしれないから、34歳までだったら、もう一たび社会人にな

ったら事業者の立場から社会を見ると思うので、またちょっと違うかなとも思いますし、あ

まりまとまり切った話しなかったんですけれども、確かに学生に響くような手法の仕方とい

うのは検討する必要があるのかなと私は思います。紙ベースってなかなか難しいなと思いま

す。 

○会長 このまま、ほかの委員もまとめて。では、浦口委員お願いします。 

○浦口委員 関心ない方をこっちを向かせるというのは本当にすごく大変で、それはさっき費

用対効果の話が出ましたけれども、的にどうなのかというのは現実的に考えたほうがいいか

なと思います。ただ、先ほどおっしゃられたように、既に関心はあるけれど、それの持って

いく場所がまだないようなケースで政策提言をしてというのは、関心はあるけれど、どうや

ったら参加できるかという、そこの層が多分、まあ、狙いどころと言っちゃなんですけれど

も、私たちも広報ですごく苦労するんですけれども、その層を狙うケースが多いので、ここ

もそうなのかなという。ツールはもちろん、その年代に合ったものというのがあると思うん
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ですけれども、全体的にはそういうふうな印象があります。 

○会長 ありがとうございます。 

  では、永井委員お願いします。 

○副会長 学生に聞いても、学生が一番知らない問題だと思うので、ある意味、結構この分野、

研究がなされつつあるところなので、その辺も参考にしながら聞くということはやっていか

なきゃいけないかなと思っています。そうしないと、多分ＡＩに聞いたら、「ＳＮＳ使いな

さい」って出てくるだけの話のことを学生に改めて聞くことはないので、何かその辺のとこ

ろを含めて、ちょっと下準備はこちらもお手伝い申し上げることはできると思いますので、

その辺のところは慎重に進められればなと思います。 

○会長 あと最後、すみません、会長から一言ございます。 

  私は民間事業者でスタートアップでもあるんですけれども、テーマが環境ですので、ＳＤ

Ｇｓ、環境でインターンやりたいですというのは一定層います。ほかでも、そういう業者の

やられているところに人が来るというのはあります。先ほど浦口委員がおっしゃられました

ように、全員に知ってもらう必要があるのか、全員振り向けさせるのか。関心ある人がいる

のは、一定層確実にあります。で、行動派です。その方々との現世代的な動き、関心、活動

の仕方、行動の変容、ここのキャッチアップができているかということを、また改めて検討

いただくのがいいのかなと思いました。 

  事務局、お願いします。 

○環境対策課長 たくさんのご示唆をいただいて、本当に感謝申し上げたいと思います。少し

戦略を練って、会長さんや学識経験者の先生方に週明けにはお達しのメールを出しますので、

ご協力を仰げればと存じますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

    ◎その他 

○会長 すみません、このまま終了の方向にいきたいんですが、どうしてもという方がもしお

られれば、最後質問を。 

  﨑田委員、お願いします。 

○﨑田委員 今のところで、基本目標３の「循環型社会」のところのお話がなかったので、１

つだけぜひと思うんですが、今日ここに、今年度の事業で食品ロス削減の推進がいろいろ出

ていますが、ここのところ、新宿区の食品ロス削減、すごく熱心に取り組んでおられて、こ
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れをどうやって成果を出すか。実際に減らしていくという、その成果を出す時期に来ている

というふうに思います。そこからいえば、３ページの③のモニター調査の実施というのは先

ほどご説明でも、参加すること自体が削減につながるというお話がすごく重要だと思うんで

すが、昨年も秋に100人のモニター調査をやってくださったと思うんですが、たしかそれは

参加された方は自分のロス量を量って記録するだけで、36％減ったというデータがたしか

出ているというふうに報告を受けています。やはりそういうことをきちんとやりながら、多

くのスーパーとか外食の方の呼びかけとかいろいろなものを、地域全体で同じ時期にやって、

少しキャンペーンの時期を集中させて、外食の方、あるいは家庭でという、みんながいろい

ろなところで本気で取り組むような、何かそんな感じに持っていったらどうかなというふう

に感じました。 

  ぜひみんなで成果を出していければなというふうに思います。よろしくお願いします。 

○会長 ありがとうございます。こちらは事務局、お願いします。 

○ごみ減量リサイクル課長 ご意見ありがとうございます。モニター調査、昨年から始め、終

わりということでなく、さらに引き続き継続していく中で、委員のご意見も参考にしながら、

さらに進めていきたいと思います。ありがとうございます。 

○会長 ありがとうございます。そうしましたら、以上をもちまして、本日の報告事項に係る

質疑を終了させていただきます。 

  最後に、事務局から連絡事項ありますでしょうか。 

○環境計画係長 事務局のほうから連絡事項でございます。 

  環境審議会の議事録の関係する資料の公開についてのご案内です。 

  附属機関でございます当審議会の質疑応答につきましては、議事録として一般に公開する

必要がございます。このことから、議事録の内容をこの後、事務局で文言を整理し、会長に

確認をさせていただいた上で、本日の資料、また皆様方の委員の名簿、こちらを併せて区の

公式のホームページのほうに公表していきたいと思っておりますので、その点ご了解いただ

きたいと思っております。 

  また、本日お荷物になってしまい恐縮ですが、机上に置かせていただきましたお茶につき

ましては、よろしければお持ち帰りいただければと考えております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  ご案内は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。 
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  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

    ◎閉会 

○会長 そうしましたら、長時間にわたりましてご審議ありがとうございました。第１回の本

日の審議会、これにて終了させていただきます。ありがとうございました。 
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